
令 和 ６ 年 第 ３ 回 恩 納 村 議 会 定 例 会  議 決 結 果 一 覧

恩 納 村 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 専 決 処 分 に つ き 承 認 を 求 め る こ と に つ い て
議 案

第 ２ １ 号
承 認6 月 4 日

恩 納 村 固 定 資 産 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 専 決 処 分 に つ き
承 認 を 求 め る こ と に つ い て

議 案
第 ２ ２ 号

承 認6 月 4 日

喜 瀬 武 原 青 年 会 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 を 廃 止 す る 条 例 に つ い て
議 案

第 ２ ３ 号
原 案 可 決6 月 1 2 日

前 兼 久 観 光 関 連 施 設 の 遊 具 等 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 に つ い て
議 案

第 ２ ４ 号
原 案 可 決6 月 1 2 日

恩 納 村 水 道 給 水 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て
議 案

第 ２ ５ 号
原 案 可 決6 月 1 2 日

恩 納 村 布 設 工 事 監 督 者 の 配 置 基 準 及 び 資 格 基 準 並 び に 水 道 技 術 管 理 者 の 資 格 基 準 に
関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

議 案
第 ２ ６ 号

原 案 可 決6 月 1 2 日

恩 納 村 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て
議 案

第 ２ ７ 号
原 案 可 決6 月 1 2 日

恩 納 村 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て
議 案

第 ２ ８ 号
原 案 可 決6 月 1 2 日

令 和 6 年 度 恩 納 村 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 号 ） に つ い て
議 案

第 ２ ９ 号
原 案 可 決6 月 1 2 日

令 和 6 年 度 恩 納 村 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 号 ） に つ い て
議 案

第 ３ ０ 号
原 案 可 決6 月 1 2 日

恩 納 村 固 定 資 産 税 評 価 審 査 委 員 会 委 員 の 選 任 に つ き 同 意 を 求 め る こ と に つ い て
議 案

第 ３ １ 号
同 意6 月 4 日

沖 縄 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 規 約 の 変 更 に つ い て
議 案

第 ３ ２ 号
原 案 可 決6 月 4 日

恩 納 村 認 定 こ ど も 園 敷 地 造 成 工 事 請 負 契 約 に つ い て
議 案

第 ３ ３ 号
原 案 可 決6 月 4 日

赤 間 総 合 運 動 公 園 通 信 等 整 備 工 事 請 負 契 約 に つ い て
議 案

第 ３ ４ 号
原 案 可 決6 月 4 日

塩 屋 公 民 館 移 転 新 築 工 事 （ 機 械 ） 請 負 契 約 の 改 定 契 約 に つ い て
議 案

第 ３ ５ 号
原 案 可 決6 月 4 日

名 嘉 真 団 地 新 築 工 事 （ 電 気 ） 請 負 契 約 の 一 部 変 更 に つ い て
議 案

第 ３ ６ 号
原 案 可 決6 月 4 日

恩 納 第 2 地 区 管 路 施 設 工 事 （ 1 工 区 ） 請 負 契 約 の 一 部 変 更 に つ い て
議 案

第 ３ ７ 号
原 案 可 決6 月 4 日

名 嘉 真I 期 地 区 管 路 施 設 工 事 （ 1 工 区 ） 請 負 契 約 の 一 部 変 更 に つ い て
議 案

第 ３ ８ 号
原 案 可 決6 月 4 日

名 嘉 真I 期 地 区 管 路 施 設 工 事 （ 2 工 区 ） 請 負 契 約 の 一 部 変 更 に つ い て
議 案

第 3 9 号
原 案 可 決6 月 4 日

令 和 5 年 度 恩 納 村 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書 の 報 告 に つ い て
報 告

第 ６ 号
報 告6 月 4 日

令 和 5 年 度 恩 納 村 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書 の 報 告 に つ い て
報 告

第 ７ 号
報 告6 月 4 日

令 和 5 年 度 恩 納 村 下 水 道 事 業 特 別 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書 の 報 告 に つ い て
報 告

第 ８ 号
報 告6 月 4 日

令 和 5 年 度 恩 納 村 水 道 事 業 会 計 繰 越 計 算 書 の 報 告 に つ い て
報 告

第 ９ 号
報 告6 月 4 日

塩 屋 公 民 館 移 転 新 築 工 事 （ 建 築 ） 専 決 処 分 の 報 告 に つ い て
報 告

第 １ ０ 号
報 告6 月 4 日

塩 屋 公 民 館 移 転 新 築 工 事 （ 電 気 ） 専 決 処 分 の 報 告 に つ い て
報 告

第 １ １ 号
報 告6 月 4 日

恩 納 村 議 会 活 性 化 特 別 委 員 会 設 置 に 関 す る 決 議 に つ い て
議 発

第 １ 号
原 案 可 決6 月 1 2 日

議 員 派 遣 の 件 決 定6 月 1 2 日

件 名議 案 番 号 議 決 の 結 果議 決 日
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意 見 書 と 抗 議 決 議 の 違 い

令 和 ６ 年 第 ４ 回 恩 納 村 議 会 臨 時 会  議 決 結 果 一 覧

在 沖 米 軍 兵 に よ る 少 女 連 れ 去 り 性 的 暴 行 事 件 に 対 す る 意 見 書
委 発

第 1 号
原 案 可 決７ 月 1 2  日

在 沖 米 軍 兵 に よ る 少 女 連 れ 去 り 性 的 暴 行 事 件 に 対 す る 抗 議 決 議
委 発

第 2 号
原 案 可 決７ 月 1 2  日

件 名議 案 番 号 議 決 の 結 果議 決 日

在 沖 米 軍 兵 に よ る 少 女 連 れ 去 り 性 的 暴 行 事 件 に 対 す る 意 見 書 及 び 抗 議 決 議

　 昨 年 1 2 月 2 4 日 、 嘉 手 納 基 地 所 属 の 米 空 軍 兵 が 沖 縄 本 島 中 部 の 公 園 で 1 6 歳 未 満 の 少 女 を 連 れ 去 り 、

同 意 な く 性 的 暴 行 を 加 え た と し て 、 わ い せ つ 目 的 誘 拐 お よ び 不 同 意 性 交 等 罪 で 、3 月 2 7 日 付 け で 起 訴 さ れ て

い た こ と が 報 道 に よ り 知 ら さ れ た 。 こ の 米 兵 に よ る 事 件 に 激 し い 怒 り と 憤 り を 覚 え る と と も に 改 め て 県 民 に

強 い 衝 撃 と 不 安 を 与 え て い る 。 ま た 、 外 務 省 か ら の 情 報 共 有 体 制 の あ り 方 に つ い て も 信 頼 関 係 を 著 し く

損 な う も の で あ り 、 適 切 に 情 報 が 共 有 さ れ て い れ ば 、 そ の 後 の 事 件 は 防 げ て い た の で は な い の か と 考 え

ら れ る 。 繰 り 返 し 発 生 し た 事 件 に 、 米 軍 の 再 発 防 止 策 の 弱 さ を 指 摘 し 、 抜 本 的 な 改 善 策 を 強 く 求 め る も の で

あ る 。 よ っ て 本 村 議 会 は 、 今 回 の 事 件 に 対 し 、 激 し い 怒 り を 込 め て 抗 議 す る と と も に 、 事 件 ・ 事 故 の 実 効 性

あ る 再 発 防 止 に 向 け て 下 記 の と お り 強 く 要 求 す る 。

記

1. 被 害 者 と そ の 家 族 に 対 し て 謝 罪 し 、 完 全 な 補 償 を す る こ と 。

1. 被 害 者 の 人 権 擁 護 と 丁 寧 な 精 神 的 ケ ア を 行 う と と も に プ ラ イ バ シ ー を 保 護 す る こ と 。

1. 事 件 の 徹 底 究 明 と 捜 査 へ 全 面 協 力 す る こ と 。

1. 米 軍 人 ・ 軍 属 等 の 綱 紀 粛 正 を 徹 底 し 、 実 効 性 の あ る 再 発 防 止 策 を 速 や か に 公 表 す る こ と 。

1. 日 米 地 位 協 定 の 抜 本 的 な 改 定 を す る こ と 。

1. 米 軍 に よ る 事 件 ・ 事 故 、 発 生 時 に は 、 県 や 関 係 市 町 村 へ 迅 速 な 通 報 、 報 告 を 徹 底 す る こ と 。

以 上 、 地 方 自 治 法 第 9 9 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。

沖 縄 県 国 頭 郡 恩 納 村 議 会令 和 6 年 （ 2 0 2 4 年 ）7 月 1 2 日

衆 議 院 議 長 、 参 議 院 議 長 、 内 閣 総 理 大 臣 、 内 閣 官 房 長 官 、 外 務 大 臣 、 防 衛 大 臣 、 沖 縄 及 び 北 方 対 策 担 当

大 臣 、 沖 縄 防 衛 局 長 、 外 務 省 特 命 全 権 大 使 （ 沖 縄 担 当 ）

あ て 先 （ 意 見 書 ）

駐 日 米 国 大 使 在 日 米 軍 司 令 官 、 在 日 米 軍 沖 縄 地 域 調 整 官 、 第 1 8 航 空 団 司 令 官 、 第 3 海 兵 遠 征 軍 司 令 官 、

在 沖 米 国 総 領 事

あ て 先 （ 抗 議 決 議 ）

意 見 書 は 地 方 公 共 団 体 の 公 益 に か か わ る 事 柄 に

関 し て 、 議 会 の 意 思 を 意 見 と し て ま と め た も の で 、

議 員 が 発 案 し 、 議 決 後 、 議 会 名 で 国 会 や 関 係 行 政 庁

へ 提 出 す る こ と が で き ま す 。 た だ し 、 議 会 が 属 す る

地 方 公 共 団 体 の 長 に 対 し て は 提 出 で き ま せ ん 。

決 議 は 議 会 が 行 う 事 実 上 の 意 思 形 成 行 為 で 、 政 治

的 効 果 を 狙 い 、 あ る い は 議 会 の 意 思 を 対 外 的 に 表 明

す る た め に 行 わ れ る 議 会 の 議 決 の こ と で す 。 決 議 の

内 容 は 当 該 議 会 （ 自 治 体 ） の 公 益 に 関 す る 限 り 、 広 範

な 問 題 も 可 能 で す 。

記 事 担 当 ： 宮 﨑 匠
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